
 

お客様本位の業務運営に関する取組状況 

 
2025 年 12 ⽉ 31 ⽇ 

⽇本バリュー・インベスターズ株式会社 
 

当社は、2017 年 9 ⽉に制定した「お客様本位の業務運営に関する基本⽅針」に基づき、
お客様本位の業務運営を⽬指した取り組みを⾏っています。そのような取り組みを分かり
やすくご報告するため、2025 年末までの具体的な取組状況を以下のとおり公表いたしま
す。 
 
1 お客様の最善の利益の追求 
 
(1)⼀貫した運⽤哲学 

当社は 2005 年 12 ⽉の創業、2006 年３⽉の投資プログラムの運⽤(2007 年 2 ⽉末まで
の投資助⾔期間を含む)開始以来、当社唯⼀の運⽤サービスである⽇本株バリュー投資プロ
グラム(以下、「当社投資プログラム」)の運⽤に全経営資源を集中させています。 

当社は絶対リターンを追求した投資運⽤をしておりますが、お客様の参考情報として参
考ベンチマーク対⽐で運⽤の成果をリスクとリターンの観点で分析しております。 

当社の投資運⽤は短期的にリスクを⼤きくとって、より⼤きな投資リターンを追求する
ような投資スタイルではなく、バリュー投資運⽤哲学に基づいて⻑期にわたり、⼀定の投
資ガイドラインに基づいて良好な投資リターンを追求する投資スタイルであり、そのよう
な投資形態を選好するお客様にとって最善の利益につながるものと考えております。 
 
お客様本位の業務運営の取組みに関する評価指標 
 
(2) ⾼度の専⾨性と職業倫理 

当社は職業倫理を保持するため、毎年コンプライアンス部⾨において「コンプライアン
ス・プログラム」を策定し、全ての役員および従業員（以下、「役職員」といいます。）に
対して投資運⽤業者として必要と考えられる教育(当局より公表される法令違反事例集の解
説等)、職業倫理を含むコンプライアンス・マニュアルに関する教育等を複数回実施してお
ります。 
 
コンプライアンス教育実施回数  3 回 (2025 年 1 ⽉から 2025 年 12 ⽉) 
 

https://www.nippon-value.com/disclosures/img/NVI_Client_First_Conduct-KPI.pdf


また、当社は⾼度専⾨性の維持・向上のため、⾃⼰啓発や外部セミナー受講を推奨してお
りますが、当社グループ(常勤役職員計 15 名)における資格取得状況は以下のとおりです。 
 

2025 年 12 ⽉末現在 
資格名称 取得者数 (うち運⽤担当) 
証券アナリスト (CMA) 6 名 (4 名) 

 
 
2 利益相反の適切な管理 
 
(1)独⽴した資産運⽤ 

当社の⼤株主は英国籍のシルチェスター・パートナーズ・リミテッドであり、彼らの関
連会社であるシルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピーはグ
ローバル・バリュー投資運⽤戦略のため⽇本株へも投資しております。また、シルチェス
ター・パートナーズ・リミテッドおよび同社経営メンバーは当社の投資プログラムに投資
しておりますが、あくまで当社投資プログラムのサポートおよび純粋な投資リターンの獲
得が⽬的であります。当社の投資プログラムは⼤株主ならびに⼤株主の関連会社である他
の運⽤会社の投資プログラムとは独⽴したものであり、彼らと個別銘柄に関する投資情報
の共有を⾏っていないことや、当社の役職員が当社株式の過半数を保有していることか
ら、⼤株主等が当社の投資判断に影響を及ぼすことはありません。 
また、当社は関連会社のなかに銀⾏や証券会社などの⾦融事業会社が存在しない独⽴系投
資運⽤会社であるため、当該⾦融事業会社の営業関係などによって投資先とのエンゲージ
メントや議決権⾏使などが影響を受けることは⼀切ありません。 
 
(2)報酬⽅針 
当社は、欧州規制に準拠した報酬⽅針を定めており、当社役職員が⾃⼰の利益を優先して過
度にリスクを取る運⽤や業務運営体制を抑制するとともに、当社投資プログラムへの投資
にかかわるリスクをお客様と当社役職員が共有し、利害の⼀致を求めております。そのため
報酬⽅針において、在職期間中は、職位や役割に応じて当社投資プログラムまたは当社株式
への年間報酬の⼀定割合以上の投資を毎年継続することを義務づけています。現状の投資
状況は以下のとおりです。 
 
 
 
当社役職員による当社株式の保有状況（2025 年 12 ⽉末現在） 

当社役職員による当社株式保有割合 52％ 



当社株式を保有する役職員の割合 93％
(⽶国⼦会社の従業員を含む)

当社運⽤プログラムへの投資状況（2025 年 12 ⽉末現在）
会社（利益剰余⾦からの投資） 24.0 億円
当社役職員 10.9 億円
合計投資額 34.9 億円

(⽶国⼦会社の従業員を含む。時価ベース)

(3)顧客管理体制
当社は現在、第三者の販売会社経由で当社投資プログラム(投資⼀任業務)のマーケティ

ングを提供していないため、販売⼿数料がお客様に発⽣することはありません。
当社の投資プログラムに投資いただく⼀部のお客様と、当社の投資先が重複する場合、

当社はお客様全体に対する受託者責任を果たすことを最優先いたします。したがって、当
該⼀部のお客様の⽴場に配慮した投資判断を⾏うことはなく、すべてのお客様に対して公
平かつ公正に業務を遂⾏いたします。今後、第三者である販売会社に販売委託する場合、
適切に当社投資プログラムの情報を提供し、お客様のリスク選好との不適合を回避する努
⼒をいたします。

(4)役職員個⼈の証券⼝座管理
当社は役職員による証券取引内容を把握するため、彼らが株取引を⾏う場合には事前に

コンプライアンス部⾨による承認を受けることを求める⼿続きを定めております。当社投
資運⽤プログラム上のポートフォリオ銘柄および投資候補銘柄に対する投資は禁⽌されて
おり、四半期ごとに役職員に保有する証券⼝座における取引内容の提出を求めておりま
す。

(5)役職員による接待・贈答品管理
当社は、役職員が(潜在)投資家に対して法令等に抵触する過度な接待や贈答品を提供する
⾏為や、サービス・プロバイダーとの間で過度な接待や贈答品の授受をする⾏為を禁⽌し
ております。このため、当社では四半期ごとに役職員から接待および贈答品の報告をする
ことを義務づけております。

3 ⼿数料等の明確化

当社が運⽤する外国籍合同運⽤ファンドの運⽤報酬は⽬論⾒書等に記載されておりま



す。また、セパレート⼝座の運⽤報酬の⼿数料率は契約資産額や契約形態等に応じて個別
に協議決定するものとしております。 

当社が運⽤する外国籍合同運⽤ファンド及びセパレート⼝座に係る株式売買⼿数料は執
⾏⼿数料のみであり、リサーチ⼿数料は当社が負担しております。また、外国籍合同運⽤
ファンドについては、当社が受領する運⽤報酬からカストディ費⽤等の各種サービス・プ
ロバイダーに対する⼿数料を⽀弁するものとしております。 
 
外国籍合同運⽤ファンド・・・2 件  (各ファンド内の受益者に対して同⼀料率) 
セパレート運⽤⼝座・・・・・1 件 (受託資産、形態により⼿数料を決定) 
 
 
4 重要な情報の分かりやすい提供 
 
(1)重要情報 

当社の提供する以下の重要情報は⽬論⾒書や投資⼀任契約に記載されております。 
a)⾦融サービスの基本的な利益、損失その他のリスク、運⽤報酬等 
b)運⽤ガイドライン 
c)⾦融サービスを提供するサービス・プロバイダーの⼀覧、⼿数料の負担者 
 
当社は⽇本市場に上場されている株式をロングオンリーで投資運⽤しており、銘柄選択

およびポートフォリオ構築の内容が重要と考えております。そのため、当該プロセスを重
視した説明資料を作成し、当社の運⽤スタイルの理解を深めていただくことが重要と考え
ております。 
 
(2)対象とする投資家の属性 

当社が投資⼀任サービスを提供する対象者は主に「プロ投資家」であり、彼らは当社が
提供する様々な情報をもとに投資判断を決定するため、投資の適合性等を当社が判断する
ことはありません。 

当社が販売活動に関わらないノミニー経由の投資家は、基本的に彼らの投資コンサルタ
ントが投資推奨する場合に投資をするため、当社は当該投資コンサルタントに対して投資
運⽤情報を定期的に提供するものとしております。 
 
(3)単⼀⾦融商品(投資プログラム)の提供 
当社は単⼀の投資ブログラム(⽇本市場に上場されている株式をロングオンリーで投資運
⽤)のみを提供しているため、お客様のご要望に応じて複数の⾦融商品から選択してサービ
スを提供することはございません。 



 
(4)お客様(⾒込みを含む)への情報提供 

四半期ごとにお客様に送付するニューズレターで市場環境の説明やポートフォリオにお
ける主な寄与度上位、下位銘柄の状況、新規組み⼊れ銘柄、投資先企業との主なエンゲー
ジメント状況、議決権⾏使状況などを詳細に報告しております。 

その他、特定の投資家やコンサルタントに対しては、お互いに合意した報告項⽬及び頻
度で定期的に報告するものとしております。 

 
 

5 お客様にふさわしいサービスの提供 
 

当社は主に⻑期の投資を選好する海外の「プロ投資家」(現地法令等の定義による)に対
して投資運⽤サービスを提供しております。海外のお客様へのサービス提供およびマーケ
ティングは当社が 100%出資する⽶国⼦会社が各国で定められている法令諸規則の範囲内
で対応しております。なお、⽶国⼦会社は、法令上、リテール投資家を相⼿とするマーケ
ティングは禁⽌されているため、当社投資プログラムを推奨可能な投資家はプロ投資家(⼀
定の範囲の富裕層を含む)となり、投資にあたりお客様の属性の確認をしております。 

 
当社は⽶国⼦会社のクライアント・サービスやマーケティングの要請に応じて、投資プ

ログラムの説明を⾏い、投資運⽤の内容について理解していただくよう努めております。 
 
当社は関連会社の協⼒を得て外国籍合同運⽤ファンドの組成を 2 件実⾏し、現在に⾄っ

ておりますが、主に⼤⼝投資が期待できる国や地域のお客様のニーズの変化に併せた新た
な視点での⾦融商品につき、バックテスト等の分析を通じて商品化の可能性を別途検討し
ております。 
 

なお、当社⽶国⼦会社における営業担当者は、⽶国の CFA 協会認定アナリスト資格を
保有しており、当社の投資運⽤グループから投資銘柄の運⽤に係わる情報提供およびコン
プライアンス部⾨から法令関係情報の提供を随時受けているため、より正確な情報に基づ
いてお客様に営業活動を提供できるものと考えております。 
 
 
6 役職員に対する適切な動機づけの枠組み等 
 
(1)役職員の動機付け 

当社は評価者と被評価者が年 3 回のミーティングを⾏い、各役職員の⽬標設定および達



成状況等を確認し、その評価内容等及び各⼈の役割・機能に応じて各⼈の報酬が適切に反
映されるように努めています。 

また、当社では株主と役職員間で明確な利益分配⽐率が定められているため、当社役職
員が過度に経費⽀出することやリスクをとることを抑制する動機が働くものと考えており
ます。このため、当社役職員は投資家であるお客様に対して良好な⾦融サービスを提供し
受託額が増加した場合には、直接的に報酬増加の恩恵を受けることが出来るため、継続的
に良好なパフォーマンスやサービスを提供するという動機につながるものと考えておりま
す。 
 さらに次世代の職員が中⻑期で当社に定着することを促すため、創業メンバー等が保有
する株式を段階的に譲渡する仕組みを導⼊し、オーナー・マネージャー・カルチャーの醸
成に努めております。 
 
(2)販売関連従業員の業務⽀援・検証 
 ⽶国⼦会社のマーケティング活動は⼿順書が作成されており、当社コンプライアンス部
⾨が定期的に確認するとともに、内部監査部⾨もお客様との応答内容をサンプルベースで
確認しております。なお、⽶国⼦会社はすべての国や地域でブローカー・ライセンス登録
(登録免除含む)しているわけではないため、その活動は各国の法令で許容された範囲に制
限されております。当社コンプライアンス部⾨は法令順守状況についてマーケティング資
料の審査を含めてモニタリングしており、また⽉次コンプライアンス・ミーティングの議
事録を提供する等の⽅法で新たな法令等の情報共有を⾏い周知に努めております。 
 
 

以 上 




